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継続雇用闘争全面的勝利!!

！

同
一
校
継
続
勤
務
多
数
出
現
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講
師
制
度
改
革
府
教
委
回
答

０
７
年
度
の
雇
用
継
続
闘

争
は
全
面
的
な
勝
利
と
な
り

ま
し
た
。
２
月
に
府
教
委
に

雇
用
要
求
書
を
提
出
し
、
２

月
１
６
日
に
は
個
々
の
講
師

の
雇
用
要
求
を
直
接
府
の
人

事
担
当
者
に
ぶ
つ
け
る
団
体

交
渉
を
行
い
、
３
月
１
３
日

に
は
、
府
教
委
前
で
決
起
集

会
を
開
い
た
後
、
２
回
目
の

団
体
交
渉
を
持
ち
ま
し
た
。

ま
た
、
大
阪
市
教
委
、
堺

市
教
委
、
そ
れ
に
各
当
該
市

教
委
に
も
そ
れ
ぞ
れ
雇
用
要

求
書
を
提
出
し
、
団
体
交
渉

を
行
い
ま
し
た
。

本
部
・
支
部
の
連
携
の
成
果

そ
ん
な
中
で
組
合
の
情
報

網
に
よ
り
、
１
つ
の
市
で
教

科
の
講
師
が
な
い
中
で
、
隣

り
の
支
部
で
雇
用
を
申
し
入

れ
て
交
渉
の
結
果
、
雇
用
が

確
定
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
さ
に
、
情
報
と
連

携
の
勝
利
と
い
え
ま
す
。

座
り
込
み
を
構
え
た
闘
争
の
成
果

３
月
２
３
日
に
な
っ
て
も
雇
用
の

確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
は
府
教
委

前
に
座
り
込
む
ぞ

と
通
告
し
て
、

!

「
座
り
込
み
」
を
構
え
た
団
体
交
渉

の
中
で
、
当
局
も
、
混
乱
を
避
け
た

い
と
言
う
思
い
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

講
師
も
正
採
と
同
じ
様
に
人
事
を

組
合
が
主
張
し
て
い
る
「

せ
よ
、
と

講
師
も
教
員
定
数
の
一
部
と
し
て
考

え
て
人
事
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。
」

と
言
う
主
張
が
理
解
さ
れ
始
め
て
き

て
い
る
の
で
す
。
教
諭
と
同
じ
よ
う

に
働
き
続
け
て
い
る
講
師
を
正
採
と

同
じ
よ
う
に
人
事
を
行
う
こ
と
、
と

言
う
こ
と
が
よ
う
や
く
当
然
の
こ
と

と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
た
の
で
す
。

大
阪
支
部
に
お
い
て
も
教
諭
の
内

示
と
同
じ
時
期
に
返
事
を
せ
よ
、
と

言
う
要
求
に
対
し
て
、
例
年
よ
り
早

い
時
期
で
の
全
員
雇
用
の
回
答
が
あ

り
ま
し
た
。

同
一
校
継
続
勤
務
多
数

今
年
の
特
徴
は
、
全
体
と
し
て
早

い
時
期
に
雇
用
が
確
定
し
た
事
と
、

同
一
校
継
続
雇
用
の
ケ
ー
ス
が
多
か

っ
た
こ
と
で
す
。
慣
れ
た
と
こ
ろ
で

働
く
方
が
働
き
安
い
し
、
周
り
の
職

員
に
と
っ
て
も
同
じ
人
間
の
方
が
何

か
と
便
利
な
こ
と
が
多
い
も
の
で
す

「
講
師
も
教
諭
と
同
じ
教
員
定
数
の

一
部
で
あ
る
。
」
と
い
う
当
然
の
こ

と
が
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
す
。

３
月
２
３
日
、
府
教
委
前
で
昨
年

に
引
き
続
き
座
り
こ
み
の
実
行
な
く

勝
利
報
告
集
会
が
開
か
れ
全
員
の
継

続
雇
用
確
定
報
告
が
さ
れ
ま
し
た
。

Ⅰ
．
登
録
制
度
の
見
直
し

１

目
的講
師
登
録
の
更
新
手
続
を
簡
素
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
録
者
の
利

便
性
の
向
上
を
図
る
。

２

登
録
区
分

一
定
の
教
職
経
験
を
有
す
る
、
又

は
教
員
採
用
選
考
テ
ス
ト
を
一
時
合

格
し
た
場
合
な
ど
を
Ａ
登
録
、
そ
れ

以
外
を
Ｂ
登
録
と
し
て
分
類
す
る
。

（
１
）
Ａ
登
録

登
録
申
込
時
に
お
い
て
、
以
下
の

ア
、
イ
、
ウ
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を

満
た
し
た
場
合
を
Ａ
登
録
と
す
る
。

ア

大
阪
府
内
の
公
立
学
校
に
お
け
る

講
師
（
養
護
助
教
諭
を
含
む
。
）
等

と
し
て
の
実
務
経
験
が
、
登
録
者
と

な
る
年
度
の
前
年
度
末
か
ら
溯
っ
て

５
年
の
間
に
、
通
算
２
４
月
以
上
あ

る
者
。

イ

大
阪
府
内
で
の
公
立
学
校
で
の
教

諭
・
養
護
教
諭
歴
を
有
す
る
者
。

ウ

登
録
者
と
な
る
年
度
の
前
年
度
ま

た
は
前
々
年
度
に
実
施
し
た
大
阪
府

公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
テ
ス
ト
に

お
い
て
、
第
二
次
選
考
を
不
合
格
と

な
っ
た
者
。

（
２
）
Ｂ
登
録

Ａ
登
録
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
者

を
、
Ｂ
登
録
と
す
る
。

３

登
録
の
有
効
期
間

登
録
の
有
効
期
間
は
２
年
度
間
と

す
る
。

４

登
録
の
更
新

（
１
）
有
効
期
間
内
に
講
師
等
と
し
て
の

勤
務
実
績
が
あ
る
場
合
、
登
録
は
自

動
更
新
さ
れ
、
新
た
な
登
録
申
込
を

必
要
と
し
な
い
。

（
２
）
自
動
更
新
は
、
Ａ
登
録
者
は
Ａ
登
録
、

Ｂ
登
録
者
は
Ｂ
登
録
と
し
て
更
新
さ
れ
る

（
３
）
Ｂ
登
録
者
が
Ａ
登
録
の
要
件
を
満
た
し

た
場
合
、
本
人
の
申
出
に
よ
り
次
年
度
当

初
に
新
た
に
Ａ
登
録
の
申
込
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
年
度
途
中
の
Ｂ
登
録
か
ら
Ａ

登
録
へ
の
移
行
は
行
わ
な
い
。

５

制
度
の
適
用

こ
の
制
度
は
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
講

師
登
録
を
行
う
者
か
ら
適
用
す
る
。

Ⅱ
．
任
用
、
格
付
け
問
題
に
つ
い
て

一
定
の
経
験
年
数
を
有
す
る
常
勤
講
師

（
養
護
助
教
諭
を
含
む
。

に
つ
い
て
は
、

)

平
成
２
０
年
度
教
員
採
用
選
考
テ
ス
ト
か

ら
特
別
選
考
を
実
施
す
る
。

１

受
験
資
格

・
大
阪
府
内
の
公
立
学
校
に
お
い
て
、
常

勤
講
師
（
養
護
助
教
諭
を
含
む
。
）
と
し

て
の
勤
務
経
験
が
通
算
で
一
定
年
数
以
上

あ
り
、
か
つ
採
用
年
度
の
前
々
年
度
（
選

考
テ
ス
ト
の
前
年
度
内
）
に
大
阪
府
内
の

公
立
学
校
に
お
い
て
、
常
勤
講
師
（
養
護

助
教
諭
を
含
む
。
）
と
し
て
の
勤
務
実
績

が
あ
る
者
と
す
る
。

・
年
齢
制
限
の
緩
和
を
図
る
。

２

試
験
内
容

・
第
１
次
選
考
の
軽
減
化
を
図
る
。

第
二
次
選
考
は
一
般
選
考
と
同
じ

以
上


